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　９月下旬から 10月上旬に健康診断を行います。翌年度に就学する

お子さんにご案内を郵送しますので、各学校で必ず健康診断を受け

てください。

　経済的な理由で、小中学校でかかる費用の支払いが難しい方に学

用品費や給食費などの一部を援助します。      

　案内は 4月に各学校で配布します。援助を希望する方は学校教育

課へ申請書を提出してください。

※申請は年度途中でも受付していますので、学校教育課へご相談く

ださい。

1月末頃に入学通知書を郵送します。

　入学式に持参してください。

２月に各学校で入学についての説明会を行います。学校から説明

会の案内を郵送します。

　特別な事情があって、住んでいる学区（住所）とは別の学校に就学

したい場合は、学区外就学の申請が必要です。学校教育課までご連絡

ください。市内の学区は、見附市ホームページ、または学校教育課で

ご確認ください。

　見附市では、小規模・少人数の長所をいかした教育を積極的に行っ

ている学校を「オープンスクール」として指定し、希望する児童は、

市内のどの学区からでも就学することができます。ご希望の方は、

申込用紙を学校教育課に提出してください。後日、通知を郵送しま

す。遠距離通学の場合は通学費の一部を補助しますが、通学は保護

者の責任で行ってください。

※公共交通機関のご利用もできます。

　申込み受付は、11月頃に行います。受付日時や会場などは、入会

案内または、見附市ホームページをご覧ください。

※「児童扶養手当受給者証」または「ひとり親医療費受給者証」をお

持ちの方は、利用料の軽減申請書を提出し、承認されると利用料

の助成が受けられます。詳しくは、こども課保育児童クラブ係へ

お問い合わせください。

※授業日には学習参観ができます。（事前予約が必要です。）

＜実施校一覧＞

　義務教育の始まりです。夢と希望に満ちた学校生活でありますように。お子さんの就学につ

いて心配なこと、わからないことがありましたら、学校教育課までご連絡ください。

　放課後や長期休暇の時に、留守家庭の小学生が放課後児童支援員

と一緒に遊んだり生活したりする場所です。

　中学生以下のお子さんが 3人以上いる保護者に対し、お子さんの

人数から 2人分を差し引いた人数分の学校給食費を全額補助します。

※生活保護、就学援助の認定、国等からの就学援助等により、既に

学校給食費相当額の給付を受けている方は対象外となります。

放課後児童クラブについて




